
※ 色部分について

年度当初に別紙等で

周知しておくこと

　

までに

解除されなければ休校

最新の情報に注意しつつ、安
全な場所（自宅等）で過ごす

※引渡し手順をマニュアル化しておくこと

警報が 9 時 00分

在
宅

登
　
校
　
中 在

　
校

●保護者に知らせるために、メール
配信等で警報発表を周知。一人で
家庭で過ごしている児童生徒に対し
て連絡をとるように依頼。
●この段階で、在宅か登校中かの
判断ができないため、順次電話等を
使って安否確認を行う。

・そのまま自宅
待機。
・最新情報に
注意して安全
な場所で過ご
す。
・一人の場合
は、保護者に
連絡をとる。

解
除
さ
れ
た
ら
学
校
か
ら
の
連
絡
後
に
登
校

●教職員の安全を第一に配慮しな
がら、登校中の児童生徒がいないか
の確認のために見回りを実施。
●登校中の児童生徒に対しては、近
い方（自宅or学校）へ誘導

・市広報の放
送等で警報発
表を確認した
ら、その場から
近い方（自宅
or学校）へ避
難。

●在校人数が少ない場合は、１カ所
に集めるなどしながら、安全を確保
する。

・校内の安全
な場所で待機

分 以前

自　宅　待　機

↓
警報発表が 6 時 00分 以降

【情報収集】
翌日の警報発表が予測される状況 ここが重要

翌日の対応について、児童生徒等に確認
保護者への周知

児童生徒の登校前

中津川市に警報発表

（特別警報を含む）

警報発表が 6 時 00

在宅 or 登校中 or 在校

大雨等警報発令時対応マニュアル
令和 4 年度

中津川市立 落合中 学校教職員

児童生徒等

授業開始または保護者

引渡しまでの確実な

安全確保
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